












取締役の報酬は 「基本報酬」、 「 賞与」および 「株式報酬」により構成され、報酬限度額については株主総会で決議されております。
固定報酬である 「基本報酬」は役位などに基づいて決定しており、 「 賞与」および 「株式報酬」については業績連動型の報酬です。「 賞与」について
は、親会社株主に帰属する当期純利益を基準とした報酬限度額の範囲内において、各取締役の成果などを加味して、取締役会で決定していま
す。「株式報酬」は業績指標である親会社株主に帰属する当期純利益に応じて当社株式を交付しております。

取締役の報酬は、社外取締役2名を含む取締役4名で構成される指名・報酬諮問委員会における審議・検証を経た上で、取締役会で決定するこ
ととしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポー ト体制】

取締役会、監査役会およびその他重要な会議の案内、資料の配布については期日厳守にて実施するとともに、必要に応じ緊密な連絡・連携体
制を整備しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

l 元代表取締役社長等である相談役 ・ 顧問等の氏名等一

氏名 役職・地位

妹川英俊 会長

業務内容

業界団体活動、社会貢献活動等
（経営非関与）

勤務形態・条件
（常勤・非常勤、報酬有無等）

I 非常勤、報酬有

元代表取締役社長等である相談役 ・ 顧問等の合計人数 !!J I 1 名

社長等退任日

2018/5/24 

代表取締役社長等を退任した者を会長・相談役・顧問等に選任する場合は、取締役会において審議、決定しております。

1年

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコ ーポレー ト ・ ガバナンス体制の概要）1111

任期

月1回の定例取締役会や適宜開催する臨時取締役会にて、当社の経営方針や経営上の重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の管
理・監督等を行っております。また、取締役社長を補佐する機関として 「常務会」（原則週1回開催）を設置し、取締役会の議論、審議を充実させる
ための協議を行うほか、経営上の重要な業務執行課題について協議しております。

業務執行体制につきましては、変化の激しい経営環境の中でも迅速な意思決定と業務執行を可能にするために、平成28年9月に執行役員制度
を導入しております。取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離することでガバナンス体制の強化を図っております。

当社は監査役会を定期的に開催し、監査役相互間の情報共有を図るとともに、内部統制機能の向上に努めております。会計監査人について
は、新日本有限責任監査法人を選任しております。平成30年2月期の会計監査業務については、業務執行した公認会計士2名、会計監査業務
に係る補助者として公認会計士8名、公認会計士試験合格者9名、その他12名で実施しております。

現在、当社監査役の職務を補助すべき使用人は設置していませんが、必要に応じて、監査役の業務補助のための監査役スタッフを置くことを、
当社の「内部統制システムの基本方針」に規定しております。

当社と社外取締役2名および監査役4名は、会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結してお
ります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。

3. 現状のコ ーポレー ト ・ ガバナンス体制を選択している理由

監査役会設置会社としてコンプライアンス体制の確立等、経営改革を行い、経営の公正性および透明性を高め、効率的な経営システムの確立
を実現してきました。社外監査役2名を含め、監査役4名体制による経営の客観的、中立的監視を行うとともに、平成29年5月に社外取締役を2名
体制とし、当社の業務執行に対する監督機能の強化を固っております。











【コーポレート・ガバナンス体制 模式図】 
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【適時開示体制の概要】 
当社におきましては、｢業務等に関する重要事実｣等の情報管理のため｢内部者取引管理規程｣を制定すると同時に、

適時開示の責任者として取締役常務執行役員（財務企画部・グループ総務部管掌）を情報取扱責任者に選任し、

以下のとおり管理を行なっております。 

 

① 重要事実の発生又は決定の可能性検討(常務会等で各業務担当執行役員から情報取扱責任者への事前連絡・協

議) 

 

② 重要事実の発生又は決定（取締役会等での決議）⇒｢業務等に関する重要事実｣への適合の有無を最終確認 

（各業務担当執行役員と情報取扱責任者での最終確認） 

社長、情報取扱責任者及び常勤監査役により開示内容の妥当性を判断 

 

③ 情報取扱責任者は、関係各部門へ漏洩防止の指示を行うとともに適切な時期に情報を公開 

 

また、株主が会社の経営状態をより的確に把握するために、適時適切にホームページに情報を掲載し、 

株主・投資者等が公平かつ容易に情報にアクセスすることが可能な体制の整備に努めております。 
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